
新本庁舎低層部に関する
ハード要件

※資料の内容は、現時点のものであり、変更する場合がある。

別紙６
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基本情報



公募の対象とする事業エリア

4
本庁舎２階平面図

大会議室

令和1０年～
第１期エリア
供用開始

令和1３年～
第２期エリア
供用開始

テナント機能

【凡例】

大会議室 事業者窓口
・事務室

広場

本庁舎１階平面図

事業者窓口・
事務室

• 本事業の対象範囲は、下記着色エリアとする。

• 下記のほか、第１期エリア２階に36㎡、第２期エリア１階に30㎡の備品倉庫がある。

駐車場

駐輪場

バス停

備品倉庫30㎡

①

②－１

②－２

③

⑤ ⑥

④

①

③

② ⑦

市民協働
機能

備品倉庫
36㎡

広場③ 広場④

広場②

広場①

⑧

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。
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公募の対象とする事業エリアの面積

市民協働機能

大会議室テナント機能

※２：１部屋で大空間とすること、３部屋に分割して小
空間で活用することも可能。

※１：テナント補助機能（事業者倉庫・休憩室等）

エリア 番号 面積[㎡] 合計[㎡]

第１期
エリア

① 311 1,001

②－１ 354

②－２ 197

⑧ 139

第２期
エリア

③ 106 539

④ 103

⑤ 129

⑥ 57

⑦ 144

合計 1,540

エリア 番号 面積[㎡] 合計[㎡]

第２期
エリア

① 182 547

② 139

③ 226

エリア 室名 面積[㎡] 合計[㎡]

第１期
エリア

大会議室 195 586

196

195



・荷捌き駐車場の利用時間は受注者決定後、協議のうえ、決定する。

荷捌き
駐車場

１階平面図

２階平面図

公用車用
駐車場

来庁者用
駐輪場

6

EV

地下鉄
出入口

バス停

動線計画

：出入口扉の位置

：公共交通機関からの動線イメージ

：荷捌き駐車場までの動線イメージ

EVEV
EV

EV
EV

EV

EV
EV

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。



地下１階平面図

ゴミ置き場

荷捌き駐車場
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公用車用駐車場

来庁者用
・

一般貸用駐車場

EV

• 荷捌き駐車場の利用時間、ゴミ置き
場の運用は受注者決定後、協議のう
え、決定する。

• 廃棄物処理は、各テナントの責任で
行うこととなる。そのためテナント
等で排出されたゴミの収集に関して
は、各テナントまたは低層部運営事
業者でまとめて契約することを想定
している。

※調整中

動線計画



• 夜間および平日のセキュリティ計画を下記に示す。
• 運営事業者には、ごみ置き場までのルートや高層棟内部に事業者等の休憩室などを整備する場合、そこまでのルート
上にあるセキュリティを通れるＩＣカードを貸与する。

• 新本庁舎低層部の共用部の清掃や警備については市が一括して行うこととする。
• 貸付区画の中の警備については、運営事業者や各テナントが個別に契約を行う方法が考えられる。ただし、運営事業
者や各テナントが個別に契約を行うこととなった場合でも、建物へのセキュリティに対する配慮等から、市が今後契
約を結んだ業者と契約を結んでもらうことを検討している。

• 工事や夜間の作業が必要になった場合は、市に事前に届け出が必要となる。
• 設備の法定点検のための施設への立ち入りや全館停電（年１回）へご協力いただく想定としている。

曜日・時間帯 セキュリティの方針

平日（8：30～17：15）
※開庁時間

各フロア出入りが可能

休日（8：30～17：15）
夜間（17：15～22：00）

第１期エリア西側の高層棟は低層部（１～２
階）及び展望ロビー（15階）のみ出入りが可
能

閉館後（22：00～8：30） 第１期エリア西側の高層棟は出入り不可

8

セキュリティ計画
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工事区分



項目 A工事 B工事 C工事 備考

概要
建築の構築・維持に

不可欠な工事

テナント要望により建
物標準仕様を変更する
工事で、建物全体の法
的要件やシステムに影
響を与える工事

テナント要望により建
物標準仕様に付加する
工事で、テナント区画
内の内装工事に該当す
る軽微な工事

仕様設定 市
運営事業者
又はテナント

運営事業者
又はテナント

区
分

費用負担区分 市
運営事業者
又はテナント

運営事業者
又はテナント

資産区分 市
運営事業者
又はテナント

※

運営事業者
又はテナント

※主要構造物と分離することが
困難または主要構造物に影響を
与える部分の所有権は市

設計区分 A工事設計者
A工事設計者

又は 市の指定業者
テナント区画内
内装工事設計者

施工区分 A工事施工者
A工事施工者

又は 市の指定業者
テナント区画内
内装工事施工者

維持管理の主体 市 市※
運営事業者
又はテナント

※法的に必要なものを含め建物
所有者が一括管理（維持管理費
用を徴収して管理）

維持管理費用
修繕費用・更新費用

市
運営事業者
又はテナント

運営事業者
又はテナント

原状復旧（費用） なし
運営事業者
又はテナント

運営事業者
又はテナント

原状復旧（工事） なし
A工事施工者

又は 市の指定業者
運営事業者
又はテナント

本事業対象範囲の工事区分の考え方
• 事業者窓口・事務室や市民協働機能に関する内装工事及び設計業務については、市が費用負担する。収益性のあるテナン
ト機能（例：飲食・物販等）については、下記を想定している。
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⚫ 建築基準法、消防法などの基準にて遵法な状態を標準状態とする。テナントによる標準状態からの変更

はB工事とする。なお、換気設備については、各種検査の必須項目であることから、A工事としているが、

テナントによる施工・管理が望ましい部分もあることから、運営事業者決定後、工事区分を協議とする。

（第１期エリアについては、工事のタイミング等によりA工事を標準とする。）

⚫ 屋外の共用部に面する部分については、建具（出入口部、ガラススクリーン部）をA工事にて実装する。

⚫ 戸袋付防火扉の仕上げは、周囲の壁と同一とする。

⚫ 供給容量、テナント区分点の取り合い変更はB工事とする。

⚫ 標準容量、テナント区分点での取り合いおよび基準状態はP12~38に記載のとおり。

⚫ 業務範囲で示す区画を形成する間仕切り壁はA工事とするが、今後の区画変更に伴うA工事で施工したも

のに対する変更（移設・増設等）についてはB工事とする。

⚫ C工事にて設置した設備等に関する法定点検は運営事業者又は各テナントにて実施すること。

⚫ ガスについては、テナント毎に個別契約後、メータを設置すること。

⚫ 各エリアの詳細な工事区分については、 P12~38に記載のとおり。

11

本事業対象範囲の工事区分の考え方
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• 各機能については、現時点での想定であり、業種を限定するものではない。
• 運営事業者決定後に協議のうえ、詳細を決定する。
• 外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。

テナント機能
内装等 ：市
ZEBに関わる設備：市
その他の設備 ：事
什器 ：事
※厨房区画については、すべ
て事

テナント機能
内装等 ：事
ZEBに関わる設備：事
その他の設備 ：事
什器 ：事

事業者窓口・事務室

内装等 ：市
ZEBに関わる設備：市
その他の設備 ：市
什器 ：市
※什器は事業者と協議
のうえ、市で購入

テナント機能
内装等 ：事
ZEBに関わる設備：事
その他の設備 ：事
什器 ：事

本事業対象範囲の工事区分（想定）

敷地内広場
工事 ：市
什器等 ：市又は事
※什器は事業者と協議のう
え、市で購入する。また、
事業者が別で準備すること
も可能とする。

厨

【凡例】
内装等：C工事部分
ZEBに関わる設備：空調設備等※
その他の設備：厨房設備
什器：イス、テーブル等
市：行政
事：運営事業者又はテナント
※エアコンのCOP（空調能力÷消
費電力）は原則4.0以上
※全熱交換器はCO2センサー制御
※換気扇はDCモーター
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市民協働機能
内装等 ：市
ZEBに関わる設備：市
その他の設備 ：市
什器 ：市
※事業者と協議のうえ、市
が設計・工事を行う。
※什器は事業者と協議のう
え、市で購入する。

テナント機能
内装等 ：事
ZEBに関わる設備：事
その他の設備 ：事
什器 ：事

本事業対象範囲の工事区分（想定）

• 各機能については、現時点での想定であり、業種を限定するものではない。
• 運営事業者決定後に協議のうえ、詳細を決定する。

テナント機能（補助）
内装等 ：市・事 大会議室

内装等 ：市
ZEBに関わる設備：市
その他の設備 ：市
什器 ：市

【凡例】
内装等：C工事部分
ZEBに関わる設備：空調設備等※
その他の設備：厨房設備
什器：イス、テーブル等
市：行政
事：運営事業者又はテナント
※エアコンのCOP（空調能力÷消
費電力）は原則4.0以上
※全熱交換器はCO2センサー制御
※換気扇はDCモーター



テナント機能① ［凡例］
ー テナント区画 ● 給水 ■ ガス
ー 防火区画（面積区画） ◆ 排水

厨房
想定

※テナント機能①とロビー、通路の間
は間仕切り壁等はない。
※ロビー空間と一体的な空間とするた
め、厨房想定以外の内装等はA工事と
する。
※厨房想定との間の防火区画（面積区
画）にはA工事にて防火シャッターを
設置する。厨房の区画壁、開口、出入
口等はC工事となる。

ロビー

通路

14
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※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

建
築

床

[厨房以外]床下空調のうえ御
影石
[厨房]コンクリート直均
（FL-300mm）

防火区画・厨房区画立上
げ、防水下地、防水工事、
保護モルタルまで

A・B工事以降全て ー

壁（テナント間） [厨房以外]移動間仕切り なし A工事以降全て ー

天井
[厨房以外]インサート基準配
置・LGS下地+木ルーバー／
[厨房]インサート基準配置

A工事の変更 A・B工事以降全て
建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

出入口扉
建築設計図書に基づく建具工
事

A工事の変更 A・B工事以降全て ー

EPS・PS・DS扉
建築設計図書に基づく建具工
事

なし A工事以降全て ー

外壁 B工事以外すべて
排煙設備増強など
による開口補強、
ガラリ設置

なし
建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

サッシ
建築設計図書に基づく建具工
事

A工事の変更 なし ー

厨房区画
LGS下地+石膏ボード、防火
シャッター

A工事の変更 なし 防火区画とする

貸し室内間仕切
およびドア

なし なし 全工事 ー

サイン なし サイン下地 B工事以降全て
ガラス面の衝突防止、自
動ドア注意サイン、三種
禁止サインはC工事

天井点検口
[厨房以外]建築設計図書に基
づく／[厨房]A工事に伴う点
検口墨出しまで

なし A工事以降全て ー

15
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

電
気

電灯・
コンセント

事業者窓口・事務室、厨房内に
区分開閉器盤（主遮断機、電力
量計設置）を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主遮
断機）までの幹線。区分開閉器
盤より主照明、一般コンセント
（機器用除く）の電源供給

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、変
更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の
二次側工事。

電源容量150VA/㎡
主幹、幹線

動力

事業者窓口・事務室、厨房内に
区分開閉器盤（主遮断機、電力
量計設置）を設置。
区分開閉器盤以降の空調二次側
工事。

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、変
更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の
二次側工事（厨房部分
の空調二次側工事含）

電源容量5kVA
厨房：電源容量250VA/㎡
（空調除く）
主幹、幹線

通信

事業者窓口・事務室、厨房内に
区分端子盤を設置。
MDF～IDF～区分端子盤間の配
線ルート構築。

なし

MDF～IDF～区分端子盤
間～テナント内への電
話回線・光回線の配線
敷設。
電話・インターネット
回線の申込。

テレビ・CATV

事業者窓口・事務室、厨房内に
区分端子盤を設置。
共用EPS～区分端子盤間までの
配線工事。

なし
CATV希望の場合は、回
線申込、引込～テナン
トまでの配線工事

機械警備
共用EPS～区分端子盤間までの
配線ルート構築。

なし
共用EPS～テナントまで
の配線工事及び機械警
備会社への申込

監視カメラ なし なし
テナント内に設置する
機器、配線、電源工事

防犯・
入退室管理

なし なし
テナント内に設置する
機器、配線、電源工事
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

空
調

空調設備 中央熱源設備 なし なし ※厨房部分の空調はC工事

冷蔵庫等 なし※ なし
全工事

（電気容量内で設置）

※一部区画に冷蔵用コンプレッサを確
保。設置個所はテナント工事による
（Ex：冷蔵庫上部など）

一般給排気 法定換気※ なし A工事以外の全工事 ※法定換気量を基本とする

厨房換気
OAガラリ（隣接外
壁）

なし A工事以外の全工事

外気処理・給気ファンはテナント工事。
テナント内部で原則エアバランスが取
れていること。
※飲食転用に関する詳細は設備仕様一
覧による

厨房排気
EAガラリ（隣接外
壁）

なし
A工事以外の全工事

（グリースフィルター
等含む）

排気ファンはテナント工事。
テナント内部で原則エアバランスが取
れていること。

衛
生

給排水設備

テナント内までの給水
管（天井バルブ止め）、
排水管（床キャップ止
め）、量水器（遠隔計

量）

必要配管のサイズ、引
込み数増加

A工事以外の全工事

A工事仕様
給水管：PE管/SUS管
※テナント引込管径：40A
排水管：VP/VU/耐火二層管/GRP管
※テナント接続管径：100A

給湯設備 なし なし 全工事

A工事仕様
給湯管：SUS管
給湯器はHPフード対応型（排気ダク
ト接続）とする

厨房排水設備

テナント内までの排水
設備

厨房エリアで床上プラ
グ止め１箇所

必要配管のサイズ、引
込み数増加

A工事以外の全工事
A工事仕様
厨房除害施設系統排水：100A
※排水管：VP/VU/耐火二層管

都市ガス設備
テナント内までのガス

配管バルブ止め
必要配管のサイズ、引

込み数増加
A工事以外の全工事

※80Aガス
契約はテナントごとに供給会社と契約



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

防
災
・
そ
の
他

計量（電気・給水）
各メーターおよび中央

監視への配線
ポイント登録

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

各種防災設備
原設計における法的必

要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

排煙設備
原設計における法的必

要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

換気ファン等の連動停
止

なし ー

消火設備
原設計における法的必

要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

なし ー

厨房ダクト 消火 なし

ガス遮断弁連動停止信
号線

自火報設備への取込、
登録

厨房用ダクト
消火設備設置

ー

ガス連動遮断弁
ガス漏れ警報器

なし
ガス連動遮断弁、ガス
漏れ警報の自火報設備

への取り込み

ガス連動遮断弁、配線
ガス漏れ警報器、配線

ー

消火器 なし なし 法的必要設備
B工事設計者にて変更に対する法

的な確認を行うこと

18



テナント機能②－１、②－２

※テナント機能②－１、②－２との間
の間仕切り壁はA工事とする。

19

［凡例］
ー テナント区画 ● 給水 ■ ガス
ー 防火区画（面積区画） ◆ 排水

◆

●

◆

◆
◆

■

●

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

建
築

床
コンクリート直均
（FL-300mm）

防火区画・厨房区画立上
げ、防水下地、防水工事、

保護モルタルまで
A・B工事以降全て ー

壁（テナント間）
LGS下地+石膏ボード

（遮音壁）
なし A工事以降全て ー

天井 インサート基準配置 A工事の変更 A・B工事以降全て

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

冷媒管メンテナンス通路
（②-2区画天井懐内）

出入口扉
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 A・B工事以降全て

本体側は引き分け戸を各
スパン1ヶ所想定。その
うち1ヶ所に自動ドアエ

ンジン実装

EPS・PS・DS扉 なし なし A工事以降全て ー

外壁 B工事以外すべて
排煙設備増強など
による開口補強、

ガラリ設置
なし

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

サッシ
建築設計図書に
基づく建具工事

A工事の変更 なし ー

厨房区画 なし
厨房区画壁、防火戸、防

火シャッター
なし 防火区画とする

貸し室内間仕切
およびドア

なし なし 全工事 ー

サイン なし サイン下地 B工事以降全て
ガラス面の衝突防止、自
動ドア注意サイン、三種
禁止サインはC工事

天井点検口
A工事に伴う

点検口墨出しまで
なし A工事以降全て ー

20
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

電
気

電灯・
コンセント

テナント内に区分開閉器盤（主
遮断機、電力量計設置）を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主遮
断機）までの幹線。＋区分開閉
器盤内に保守用20A 1回路設置

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、変
更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の
二次側工事。

電源容量150VA/㎡
主幹、幹線

動力

テナント内に区分開閉器盤（主
遮断機、電力量計設置）を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主遮
断機）までの幹線。

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、変
更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の
二次側工事。

1-6電源容量5kVA
1-7電源容量250VA/㎡
（空調除く）
主幹、幹線

通信
区分端子盤を設置。
MDF～IDF～テナント間の配線
ルート構築。

なし

MDF～IDF～テナント内
への電話回線・光回線
の配線敷設。
電話・インターネット
回線の申込。

テレビ・CATV
区分端子盤を設置。
共用EPS～テナントまでの配線
工事。

なし
CATV希望の場合は、回
線申込、引込～テナン
トまでの配線工事

機械警備
共用EPS～テナントまでの配線
ルート構築。

なし
共用EPS～テナントまで
の配線工事及び機械警
備会社への申込

監視カメラ なし なし
テナント内に設置する
機器、配線、電源工事

防犯・
入退室管理

なし なし
テナント内に設置する
機器、配線、電源工事



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

空
調

空調設備 なし なし A工事以外の全工事

冷蔵庫等 なし※ なし
全工事

（電気容量内で設
置）

※一部区画に冷蔵用コンプレッサを
確保。設置個所はテナント工事によ
る（Ex：冷蔵庫上部など）

一般給排気 法定換気※ なし A工事以外の全工事 ※法定換気量を基本とする

厨房換気 OAガラリ（隣接外壁） なし A工事以外の全工事

外気処理・給気ファンはテナント工
事。テナント内部で原則エアバラン
スが取れていること。
※飲食転用に関する詳細は設備仕様
一覧による

厨房排気 EAガラリ（隣接軒天） なし
A工事以外の全工事
（グリースフィル
ター等含む）

排気ファンはテナント工事
テナント内部で原則エアバランスが
取れていること。

衛
生

給排水設備

テナント内までの給水管
（天井バルブ止め）排水
管（床キャップ止め）
量水器（遠隔計量）

必要配管のサイズ、
引込み数増加

A工事以外の全工事

A工事仕様
給水管：PE管/SUS管
※テナント引込管径

テナント機能②-1：40A
テナント機能②-2 25A

排水管：VP/VU/耐火二層管/GRP管
※テナント接続管径：100A

給湯設備 なし なし 全工事

A工事仕様
給湯管：SUS管
給湯器はHPフード対応型（排気ダク
ト接続）とする

厨房排水設備

テナント内までの
排水設備

厨房エリアで床上
プラグ止め１箇所

必要配管のサイズ、
引込み数増加

A工事以外の全工事
A工事仕様
厨房除害施設系統排水：100A
※排水管：VP/VU/耐火二層管

都市ガス設備
テナント内までの
ガス配管バルブ止め

必要配管のサイズ、
引込み数増加

A工事以外の全工事

テナント機能②-１のみ。
※80Aガス
契約はテナントごとに供給会社と契
約 22



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

防
災
・
そ
の
他

計量（電気・給水）
各メーターおよび中央

監視への配線
ポイント登録

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

各種防災設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

排煙設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

換気ファン等の連動停
止

なし ー

消火設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

なし ー

厨房ダクト 消火 なし

ガス遮断弁連動停止信
号線

自火報設備への取込、
登録

厨房用ダクト
消火設備設置

ー

ガス連動遮断弁
ガス漏れ警報器

なし
ガス連動遮断弁、ガス
漏れ警報の自火報設備

への取り込み

ガス連動遮断弁、配線
ガス漏れ警報器、配線

ー

消火器 なし なし 法的必要設備
B工事設計者にて変更に対する法

的な確認を行うこと

23



２階平面図

駐車場

駐輪場

テナント機能③④⑤

第２期
エリア

第１期
エリア

• 第２期エリアは令和５年度の実施設計段階の資料であり、仮で想定したエリアに給水、排水、ガス設備を設置している。設置場所につ
いては、提案内容を踏まえ、協議とする。

• 自然排煙のため、天井高さと排煙開口に制約あり。
• 飲食店における脱臭設備はC工事とする。
• 行政が施工した設備等に変更が生じる場合は、協議のうえ、事業者の負担で変更可能とする。
• 外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。

１階平面図

24

［凡例］
ー テナント区画 ● 給水 ■ ガス
ー 防火区画（面積区画） ◆ 排水

■
◆
●

◆

■
◆
●

◆
■

◆
●

◆



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

建
築

床
コンクリート直均
（FL-300mm）

［飲食］厨房区画立上げ、
防水下地、防水工事、保

護モルタルまで

［飲食］
A・B工事以降全て
［物販］
A工事以降全て

ー

壁（テナント間） なし なし なし ー

天井
インサート基準配置・LGS下
地+石膏ボード素地

A工事の変更 A・B工事以降全て
建物性能上必要な耐火被

覆・断熱はA工事

出入口扉
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 A・B工事以降全て ー

EPS・PS・DS扉 なし なし なし ー

外壁 B工事以外すべて
排煙設備増強など
による開口補強、

ガラリ設置
なし

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

サッシ
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 なし ー

厨房区画 なし

［飲食］
厨房区画壁、防火戸、防
火シャッター
［物販］なし

なし 防火区画とする

貸し室内間仕切
およびドア

なし なし 全工事 ー

サイン
突き出しサイン

(導光板)
A工事の変更

A・B工事以降全て(表面
シート張り)

ー

天井点検口 建築設計図書に基づく なし A工事以降全て ー

25
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

電
気

電灯・コンセント

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設置）
を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主
遮断機）までの幹線。区分開
閉器盤内に保守用20A 1回路
設置

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の二次側工
事。

電源容量150VA/㎡
主幹、幹線

動力

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設置）
を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主
遮断機）までの幹線。

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の二次側工
事。

電源容量250VA/㎡
（空調除く）
主幹、幹線

通信
テナント内に空配管突き出し。
MDF～IDF～テナント内の配
管工事

なし

MDF～IDF～テナント内への
電話回線・光回線の配線敷設。
電話・インターネット回線の
申込。

ー

テレビ・CATV
共用EPS～テナントまでの空
配管工事。

なし

共用EPS端子盤内にブース
ター設置。
共用EPS～テナントまでの配
線工事。

ー

機械警備
共用EPS～テナントまでの配
線ルート構築。

なし
共用EPS～テナントまでの配
線工事及び機械警備会社への
申込

ー

監視カメラ なし
なし テナント内に設置する機器、

配線、電源工事
ー

防犯・入退室管理 なし
なし テナント内に設置する機器、

配線、電源工事
ー
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

空
調

空調設備 なし
C工事想定能力変更等

に伴う変更
個別熱源設備

冷房能力：（一般）12.5kW,（厨房用）
10ｋW を想定

冷蔵庫等 なし※ なし
全工事

（電気容量内で設置）

※一部区画に冷蔵用コンプレッサを確保。
設置個所はテナント工事による（Ex：冷
蔵庫上部など）

一般給排気 法定換気※ なし A工事以外の全工事 ※法定換気量を基本とする

厨房換気
OAガラリ（隣接外
壁）

なし A工事以外の全工事

外気処理・給気ファンはテナント工事。
テナント内部で原則エアバランスが取れ
ていること。
※飲食転用に関する詳細は設備仕様一覧
による

厨房排気
EAガラリ（隣接外
壁）

なし
A工事以外の全工事

（グリースフィルター
等含む）

排気ファンはテナント工事
テナント内部で原則エアバランスが取れ
ていること。

衛
生

給排水設備

テナント内までの給水
管（天井バルブ止め）
排水管（床キャップ止

め）
量水器（遠隔計量）

必要配管のサイズ、引
込み数増加

A工事以外の全工事

A工事仕様
給水管：PE管/SUS管
※テナント引込管径：30A
排水管：VP/VU管/耐火二層管/GRP管
※テナント接続管径：100A

給湯設備 なし なし 全工事

A工事仕様
給湯管：SUS管
給湯器はHPフード対応型（排気ダクト
接続）とする

厨房排水設備

テナント内までの排水
設備

厨房エリアで床上
プラグ止め１箇所

必要配管のサイズ、引
込み数増加

A工事以外の全工事
A工事仕様
厨房除害施設系統排水：100A
※排水管：VP/VU/耐火二層管

都市ガス設備
テナント内までの
ガス配管バルブ止め

必要配管のサイズ、引
込み数増加

A工事以外の全工事
※80Aガス
契約はテナントごとに供給会社と契約



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

防
災
・
そ
の
他

計量（電気・給水）
各メーターおよび中央

監視への配線
ポイント登録

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

各種防災設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

排煙設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

換気ファン等の連動停
止

なし ー

消火設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

なし ー

厨房ダクト 消火 なし

ガス遮断弁連動停止信
号線

自火報設備への取込、
登録

厨房用ダクト
消火設備設置

ー

ガス連動遮断弁
ガス漏れ警報器

なし
ガス連動遮断弁、ガス
漏れ警報の自火報設備

への取り込み

ガス連動遮断弁、配線
ガス漏れ警報器、配線

ー

消火器 なし なし 法的必要設備
B工事設計者にて変更に対する法

的な確認を行うこと

28



１階平面図

２階平面図

駐車場

駐輪場

テナント機能⑥⑦ 

第２期
エリア

第１期
エリア

• 第２期エリアは令和５年度の実施設計段階の資料であり、仮で想定したエリアに給水、排水、ガス設備を設置している。設置場所について
は、提案内容を踏まえ、協議とする。

• 自然排煙のため、天井高さと排煙開口に制約あり。飲食店における脱臭設備はC工事とする。
• ガス設備を想定している区画以外については、火気を使用しないカフェ程度であれば可変可能とする。
• 行政が施工した設備等に変更が生じる場合は、協議のうえ、事業者の負担で変更可能とする。
• 外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。

１階平面図
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［凡例］
ー テナント区画 ● 給水 ■ ガス
ー 防火区画（面積区画） ◆ 排水

◆
●



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

建
築

床

コンクリート直均
（FL-300mm）、OAフロア
H300のうえタイルカーペッ
ト

なし。ただし、飲食を一
部儲ける場合は、厨房区
画立上げ、防水下地、防
水工事、保護モルタルま
で

A工事以降全て。ただし、
飲食を一部儲ける場合
は、A・B工事以降全て

ー

壁（テナント間） なし なし なし ー

天井
インサート基準配置・LGS下
地+石膏ボードのうえ杉板張

り
A工事の変更 A・B工事以降全て

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

出入口扉
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 A・B工事以降全て ー

EPS・PS・DS扉 なし なし なし ー

外壁 B工事以外すべて
排煙設備増強など
による開口補強、

ガラリ設置
なし

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

サッシ
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 なし ー

厨房区画 なし

なし。ただし飲食を一部
儲ける場合は、
厨房区画壁、防火戸、防
火シャッター

なし
飲食を一部儲ける場合は、

防火区画とする

貸し室内間仕切
およびドア

なし なし 全工事 ー

サイン
突き出しサイン

(導光板)
A工事の変更

A・B工事以降全て(表面
シート張り)

ー

天井点検口 建築設計図書に基づく なし A工事以降全て ー
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

電
気

電灯・コンセント

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設置）
を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主
遮断機）までの幹線。区分開
閉器盤内に保守用20A 1回路
設置

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の二次側工
事。

電源容量150VA/㎡
主幹、幹線

動力

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設置）
を設置。
共用EPS～区分開閉器盤（主
遮断機）までの幹線。

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の二次側工
事。

電源容量5kVA
（空調除く）
主幹、幹線

通信
テナント内に空配管突き出し。
MDF～IDF～テナント内の配
管工事

なし

MDF～IDF～テナント内への
電話回線・光回線の配線敷設。
電話・インターネット回線の
申込。

ー

テレビ・CATV
共用EPS～テナントまでの空
配管工事。

なし

共用EPS端子盤内にブース
ター設置。
共用EPS～テナントまでの配
線工事。

ー

機械警備
共用EPS～テナントまでの配
線ルート構築。

なし
共用EPS～テナントまでの配
線工事及び機械警備会社への
申込

ー

監視カメラ なし
なし テナント内に設置する機器、

配線、電源工事
ー

防犯・入退室管理 なし
なし テナント内に設置する機器、

配線、電源工事
ー
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

空
調

空調設備 なし
A工事想定能力変更等

に伴う変更
なし

冷蔵庫等 なし なし なし

一般給排気 法定換気※ なし A工事以外の全工事 ※法定換気量を基本とする

厨房換気 なし※ なし なし ※ガス使用無しの想定

厨房排気 なし※ なし なし ※ガス使用無しの想定

衛
生

給排水設備

テナント内までの排
水管

量水器（遠隔計量）、
PSバルブ止め

必要配管のサイズ、
引込み数増加

A工事以外の全工事

給水管：PE管/SUS管
※テナント引込管径：25A
排水管：VP/VU管/耐火二層管
※テナント接続管径：100A

給湯設備 なし なし 全工事

厨房排水設備 なし なし なし

都市ガス設備 なし なし なし



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

防
災
・
そ
の
他

計量（電気・給水）
各メーターおよび中央

監視への配線
ポイント登録

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

各種防災設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

排煙設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

換気ファン等の連動停
止

なし ー

消火設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

なし ー

厨房ダクト 消火 なし

ガス遮断弁連動停止信
号線

自火報設備への取込、
登録

厨房用ダクト
消火設備設置

ー

ガス連動遮断弁
ガス漏れ警報器

なし
ガス連動遮断弁、ガス
漏れ警報の自火報設備

への取り込み

ガス連動遮断弁、配線
ガス漏れ警報器、配線

ー

消火器 なし なし 法的必要設備
B工事設計者にて変更に対する法

的な確認を行うこと

33



２階平面図

駐車場

駐輪場

市民協働機能①②③ 

第２期
エリア

第１期
エリア

• 第２期エリアは令和５年度の実施設計段階の資料であり、詳細については、提案内容を踏まえ協議とする。
• 自然排煙のため、天井高さと排煙開口に制約あり。
• 外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。

１階平面図

34
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［凡例］
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

建
築

床

コンクリート直均
（FL-300mm）、OAフロア
H300のうえタイルカーペッ
ト

なし。ただし、飲食を一
部儲ける場合は、厨房区
画立上げ、防水下地、防
水工事、保護モルタルま
で

A工事以降全て。ただし、
飲食を一部儲ける場合
は、A・B工事以降全て

ー

壁（テナント間） なし なし なし ー

天井
インサート基準配置・LGS下
地+石膏ボードのうえ杉板張

り
A工事の変更 A・B工事以降全て

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

出入口扉
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 A・B工事以降全て ー

EPS・PS・DS扉 なし なし なし ー

外壁 B工事以外すべて
排煙設備増強など
による開口補強、

ガラリ設置
なし

建物性能上必要な耐火被
覆・断熱はA工事

サッシ
建築設計図書に基づく

建具工事
A工事の変更 なし ー

厨房区画 なし

なし。ただし飲食を一部
儲ける場合は、
厨房区画壁、防火戸、防
火シャッター

なし
飲食を一部儲ける場合は、

防火区画とする

貸し室内間仕切
およびドア

なし なし 全工事 ー

サイン
突き出しサイン

(導光板)
A工事の変更

A・B工事以降全て(表面
シート張り)

ー

天井点検口 建築設計図書に基づく なし A工事以降全て ー
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

電
気

電灯・
コンセント

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設
置）を設置。
共用EPS～区分開閉器盤
（主遮断機）までの幹線。
区分開閉器盤内に保守用20A 
1回路設置

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

テナント盤の設置。
区分開閉器盤以降の二次側
工事。

電源容量150VA/㎡
主幹、幹線

動力

テナント内に区分開閉器盤
（主遮断機、電力量計設
置）を設置。
区分開閉器盤以降の空調二
次側工事。

テナント要望による
幹線・開閉器の増強・追加、
変更。

なし

②、③電源容量
250VA/㎡
①電源容量5kVA
（空調除く）
主幹、幹線

通信

テナント内に空配管突き出
し。
MDF～IDF～テナント内の
配管工事

なし

MDF～IDF～テナント内へ
の電話回線・光回線の配線
敷設。
電話・インターネット回線
の申込。

ー

テレビ・CATV
共用EPS～テナントまでの
空配管工事。

なし

共用EPS端子盤内にブース
ター設置。
共用EPS～テナントまでの
配線工事。

ー

機械警備
共用EPS～テナントまでの
配線ルート構築。

なし
共用EPS～テナントまでの
配線工事及び機械警備会社
への申込

ー

監視カメラ なし なし
テナント内に設置する機器、
配線、電源工事

ー

防犯・
入退室管理

なし なし
テナント内に設置する機器、
配線、電源工事

ー
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項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

空
調

空調設備 個別熱源設備
A工事想定能力変更等

に伴う変更
なし 冷房能力：（一般）12.5kW

冷蔵庫等 なし※ なし なし ※執務室のためガス使用無しの想定

一般給排気 法定換気※ なし A工事以外の全工事 ※法定換気量を基本とする

厨房換気 なし※ なし なし ※執務室のためガス使用無しの想定

厨房排気 なし※ なし なし ※執務室のためガス使用無しの想定

衛
生

給排水設備

テナント内までの排
水管

量水器（遠隔計量）、
PSバルブ止め

必要配管のサイズ、
引込み数増加

A工事以外の全工事

給水管：PE管/SUS管
※テナント引込管径：25A
排水管：VP/VU管/耐火二層管
※テナント接続管径：100A

給湯設備 なし なし 全工事

厨房排水設備 なし なし なし

都市ガス設備 なし なし なし



項目 A工事 B工事 C工事 備考／本体側設定

防
災
・
そ
の
他

計量（電気・給水）
各メーターおよび中央

監視への配線
ポイント登録

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

各種防災設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

なし ー

排煙設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

監視機器へのポイント
登録

換気ファン等の連動停
止

なし ー

消火設備
原設計における
法的必要設備

A工事の変更・増設・
移設またそれらに伴う
各設備機器の変更

なし ー

厨房ダクト 消火 なし

ガス遮断弁連動停止信
号線

自火報設備への取込、
登録

厨房用ダクト
消火設備設置

ー

ガス連動遮断弁
ガス漏れ警報器

なし
ガス連動遮断弁、ガス
漏れ警報の自火報設備

への取り込み

ガス連動遮断弁、配線
ガス漏れ警報器、配線

ー

消火器 なし なし 法的必要設備
B工事設計者にて変更に対する法

的な確認を行うこと
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避難安全検証法



40

避難安全検証法に係る基本事項
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避難安全検証法に係る基本事項
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避難安全検証法に係る基本事項

あらかじめ検討エリア

１階平面図（第１期エリア）

用途・テナント区画が将来的に変更となる可能性が高い諸室は都度の変更により大⾂認定
の再取得が必要とならないよう、変更範囲を想定した「あらかじめ検討」にて変更内容の
ルール化を行う。

「あらかじめ検討」とは
本来、大⾂認定は確認申請の一部であるから、設計図の状況に対して安全性を確認するものである。
しかしながら、建物運用時に変更が予想される場合、その状況の全てを図面化することはできない。
そこで、事前に変更の範囲を想定して、その範囲内での安全性を計算等で「あらかじめ」確認し、
これを⽂章や数表を用いてルール化したもの

２階平面図（第１期エリア）
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あらかじめ検討の用語について
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あらかじめ検討の用語について
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あらかじめ検討のルールについて

・あらかじめ検討の対象となる区画は計画を行うにあたり下記設計条件をチェックする必要があります。

①テナント区画の分割

②テナント区画の用途設定

③小部屋を設置する際の条件確認

④天井高さの算定

⑤床段差の算定

⑥避難扉までの歩行距離、重複距離の確認

⑦重複距離のチェック

⑧安全区画に面する部分の仕様

⑨内装仕上げのチェック

⑩出入口の数および幅員の確認
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あらかじめ検討のルールについて

３８６人

１階平面図（第１期エリア）

・テナント区画は、安全区画もしくは外部空間に対してテナント出口を設けるように分割すること。
・テナント区画は、天井及び壁（居室の場合は、床面からの高さ1.2ｍ以下の部分は除く。）の仕上げは、
不燃材料もしくは準不燃材料とすること。厨房など下記を使用する室は不燃材料とする。

・一つのテナント区画から安全区画（屋内）に面して設置する開口部面積は33㎡以下とすること。
・各テナントエリアの在館者数が以下に記載する人数以下となっていることを確認すること。

①テナント区画の分割
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あらかじめ検討のルールについて

４７０人

２階平面図（第１期エリア）

・テナント区画は、安全区画もしくは外部空間に対してテナント出口を設けるように分割すること。
・テナント区画は、天井及び壁（居室の場合は、床面からの高さ1.2ｍ以下の部分は除く。）の仕上げは、
不燃材料もしくは準不燃材料とすること。厨房など下記を使用する室は不燃材料とする。

・一つのテナント区画から安全区画（屋内）に面して設置する開口部面積は33㎡以下とすること。
・各テナントエリアの在館者数が以下に記載する人数以下となっていることを確認すること。

①テナント区画の分割
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あらかじめ検討のテナント用途設定

②テナント区画の用途設定
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あらかじめ検討のテナント用途設定

②テナント区画の用途設定
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あらかじめ検討のルールについて

③小部屋を設置する際の条件確認
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あらかじめ検討のルールについて

③小部屋を設置する際の条件確認

④ 天井高さの算定
・床面からの平均天井高さを算定する。
平均天井高：天井高さの異なる面毎の面積に各々の天井高を掛けた数値を合計し、その合計値を全体床面積で除した値

⑤ 床段差の算定
・避難出口付近に面する範囲（テナント区画面積の25％以上※図１）には床段差を設けない。
・床段差はFL から50cm 以内
・床段差を解消する部分の幅員は、接続する出口の幅員以上とする。
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あらかじめ検討のルールについて

⑥避難扉までの歩行距離、重複距離の確認

⑦重複距離のチェック
・重複距離が30ｍ以下であることを確認する。
上記は避難安全検証法における重複距離をいい、「テナント・業務区
画内の居室内居室から業務区画出口までが重複距離」となる

・建築基準法第120 条直通階段までの歩行距離における重複距離30ｍ以下
を確認する。
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あらかじめ検討のルールについて
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あらかじめ検討のルールについて
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あらかじめ検討のルールについて

・あらかじめ検討のルールに適合しているか、チェックシートで確認いただきます。
・チェックシートのイメージは添付の図のとおりです。
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テナント区画に係る
その他留意事項



：床の仕上げレベル

• 第２期エリアについては、事業者が決定後に詳細を決定する。

－●●

床レベル

57１階平面図

２階平面図

－300

－300

-300

-300
-300

-300

-300

第２期
エリア

第１期
エリア

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。
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排気機ファン
（追加：天井内設置）

排気ガラリ
（追加：窓面サッシの一部改修必要）

厨房機器用フード
（追加：厨房内設置）※物販店舗→飲食店転用

制気口
（追加：厨房内設置）

※送風機等を設けるかはC工事判断

給気ガラリ
（追加：窓面サッシの一部改修必要）

飲食店転用時の厨房給排気イメージ図



空調（冷暖房）換気方式区分図

59１階平面図

熱源方式（個別）：空冷ヒートポンプパッケージ（室外機）
冷暖房方式：空冷ヒートポンプ（屋内機）

第２期
エリア

第１期
エリア

熱源方式（中央）：水冷式チラー（地熱）
冷暖房方式：床放射

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。



空調（冷暖房）換気方式区分図

60２階平面図

熱源方式（個別）：空冷ヒートポンプ用マルチ（室外機）
冷暖房方式：空冷ヒートポンプ（屋内機）

熱源方式（個別）：空冷ヒートポンプパッケージ（室外機）
冷暖房方式：空冷ヒートポンプ（屋内機）

第２期
エリア

第１期
エリア



※資料の内容は、現時点のものであり、今後変更する場合があります。

PS配置及び厨房想定範囲

61１階平面図

２階平面図

：厨房想定範囲（※室面積×20％程度
をバックヤードとして想定）

第２期
エリア

第１期
エリア

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。



室外機置場の想定場所

62１階平面図

２階平面図

：室外機置場想定位置

中二階
（トイレ上部）

第２期
エリア

第１期
エリア

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。
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本施設は下水道法による特定事業場に該当するため、下水道法及び仙台市下水道条例に定める水質基準を遵守したテナント
運営とすること。
第1期工事範囲においては排水処理基準を遵守するために、以下の除害施設をB1階に整備している。この設備仕様の範囲内で

運用が可能なテナント配置とする他、導入する飲食店に応じた阻集器を各テナント毎に設置すること。また、テナント決定後
に下水道担当部署との協議をすること。
第二期工事エリアは導入するテナントに応じた排水処理設備を仙台市と協議すること。

飲食排水の流出条件について
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敷地内広場



イベント盤５・散水栓
AC1φ210/105Ｖ

電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
キッチンカー用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  
分岐ブレーカーELB20A×4

イベント盤３
AC1φ210/105Ｖ

電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
キッチンカー用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  
分岐ブレーカーELB20A×4

イベント盤４
AC1φ210/105Ｖ
電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
キッチンカー用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  
分岐ブレーカーELB20A×4

AC3φ210Ｖ
動力 30kVA

大型ビジョン

屋外水栓＋地流し 備品倉庫 30㎡

広場①

広場③ 広場④
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広場1： 耐荷重20t車程度
広場2： 耐荷重10t車程度
広場3： 耐荷重10t車程度
広場4： 耐荷重20t車程度

イベント用フック

敷地内広場の電源及び給水設備等について

イベント盤２・散水栓
AC1φ210/105Ｖ
電灯 14kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2
(予備ELB20A×2)

キッチンカー用ｺﾝｾﾝﾄ15A×5  
分岐ブレーカーELB20A×5

AC3φ210Ｖ
動力 30kVA

イベント盤１
AC1φ210/105Ｖ
電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
キッチンカー用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  
分岐ブレーカーELB20A×4

広場②

※広場①の広場面積約800㎡のうち、
約430㎡は固定ベンチあり。

●

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。
※第２期エリア内については、現時点での想定を記載。
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イベント盤8
AC1φ210/105Ｖ
電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
分岐ブレーカーELB20A×4

イベント用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  

備品倉庫 40㎡

イベント盤6（共用電灯盤内）
AC1φ210/105Ｖ
電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
イベント用ｺﾝｾﾝﾄ15A×4  
分岐ブレーカーELB20A×4

イベント盤7
AC1φ210/105Ｖ
電灯 12kVA
盤内多目的用コンセント15A ×2

(予備ELB20A×2)
分岐ブレーカーELB20A×4

２階屋外デッキの電源設備等について
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災害時の対応
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第２期エリア

１階平面図

２階平面図

：一時避難として活用することを想定

• 災害時には、本事業エリアも災害対応用に一部開放することとし、一時避難場所の提供にご協力いただく。
• 詳細は事業者決定後に協議により決定する。

第１期エリア

一時避難施設の想定

※外構図はイメージであり、植栽の配置等は変更する場合がある。
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大会議室の付属設備



大会議室付属設備一覧
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スケジュール



想定スケジュール

74

①移転改修 ② 先行解体 ③ １期 ④ １期（外構） ⑤ 現本庁舎解体 ⑥ ２期 ⑦ 完成

現本庁舎

低層棟・議会棟部分

外構部分

地下・地上躯体、

内外装工事

地下連絡通路工事

駐車場棟→現本庁舎棟解体 地下・地上躯体、

外内装工事

外構工事

北側駐車場

高層棟

低層棟議会
棟

勾当台
地下駐車場

勾当台公園
市民広場

勾当台公園駅
地上出口

青葉区役所
連絡通路

I
N

OUT

北側駐車場

解
体

高層棟

解
体

北側駐車場

高層棟

新本庁舎

地下連絡
通路

北側駐車場

高層棟

新本庁舎

地下連絡
通路

解体

新本庁舎 新本庁舎 新本庁舎

地上・外構

解体

メイン

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

新本庁舎建設

現本庁舎解体

確認申請

・修正設計
・仮使用申請

基本構想 基本計画 設計（全体）約３年

解体設計
先行解体
約１年

１期工事 約3年

現本庁舎解体
約1.5年②

③④

⑤

２期工事
約1.5年⑥ ⑦

新本庁舎１期
供用開始 事業完了

凡例

工事車両動線 ：施工者（車両） ：来庁者・職員（人） ：来庁者・職員（車両）

バス停
メイン メイン

現在

• 新本庁舎は建築基準法上の１棟となっており、第２期エリアも含めて建築基準法第18条第３項の規定による確認済証を取
得している。そのため、第１期エリアオープン、第２期エリアオープンに向けた間仕切り壁等の設置に伴う建築基準法等
に基づく手続き（計画通知変更申請、仮使用申請等）は、市にて実施する。（保健所や下水等、テナントが決まってから
実施する手続き関係は各テナントにて実施のこと。）

• 運営事業者決定後、必要に応じて修正設計を実施することも想定。
• ⑦完成後の将来的な用途変更については、運営事業者又はテナント側にて申請を行うこと。


	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2

	基礎情報
	スライド 3: 基本情報
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8

	工事区分
	スライド 9: 工事区分
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38

	避難安全検証法
	スライド 39: 避難安全検証法
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55

	その他
	スライド 56: テナント区画に係る その他留意事項
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63

	敷地内広場
	スライド 64: 敷地内広場
	スライド 65
	スライド 66

	災害時の対応
	スライド 67: 災害時の対応
	スライド 68

	大会議室の付属設備
	スライド 69: 大会議室の付属設備
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72
	スライド 73: スケジュール
	スライド 74


